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達第１号 

本     庁  

地 方 機 関  

 次の各号に該当する職員は、別に発令されない限り、それぞれ当該各号により発令されたものと心得られた

い。 

１ 行政組織規則の一部を改正する規則（平成20年兵庫県規則第43号。以下「規則」という。）の施行の際、

次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職（２、４、11、21及び26に掲げる職を除く。）に補せられ、若

しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る組織の従前と同一の名称の職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じ

られたものとする。 

県民政策部知事室秘書課 企画県民部知事室秘書課 

県民政策部知事室広報課 企画県民部知事室広報課 

県民政策部知事室広聴課 企画県民部知事室広聴室 

県民政策部政策局統計課 企画県民部政策室統計課 

県民政策部県民文化局生活創造課 企画県民部県民文化局県民生活課 

県民政策部県民文化局消費生活課 企画県民部県民文化局消費生活室 

県民政策部県民文化局ふれあいの祭典課 

県民政策部地域協働局参画協働課 

企画県民部県民文化局地域協働課 

県民政策部県民文化局青少年課 

県民政策部地域協働局男女家庭課 

企画県民部県民文化局男女青少年課 

県民政策部県民文化局芸術文化課 企画県民部県民文化局芸術文化課 

県民政策部地域協働局地域安全課 企画県民部県民文化局地域安全課 

県民政策部地域協働局交通安全課 企画県民部県民文化局交通安全室 

県民政策部政策局総務課 

企画管理部企画調整局総務課 

企画県民部企画財政局総務課 
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企画管理部企画調整局財政課 企画県民部企画財政局財政課 

企画管理部企画調整局税務課 企画県民部企画財政局税務課 

企画管理部企画調整局市町振興課 企画県民部企画財政局市町振興課 

企画管理部企画調整局新行政課 企画県民部企画財政局新行政課 

企画管理部管理局人事課 企画県民部管理局人事課 

企画管理部管理局職員課 企画県民部管理局職員課 

企画管理部管理局管財課 企画県民部管理局管財課 

企画管理部教育・情報局文書課 

企画管理部教育・情報局県民情報センター 

企画県民部管理局文書課 

企画管理部教育・情報局情報政策課 

企画管理部教育・情報局自治情報課 

企画県民部教育・情報局情報政策課 

企画管理部教育・情報局教育課 企画県民部教育・情報局教育課 

企画管理部教育・情報局大学課 企画県民部教育・情報局大学課 

企画管理部防災企画局企画課 企画県民部防災企画局防災企画課 

企画管理部防災企画局防災計画課 企画県民部防災企画局防災計画室 

県土整備部復興局復興推進課 

県土整備部復興局復興支援課 

企画県民部防災企画局復興支援課 

企画管理部防災企画局産業保安課 企画県民部防災企画局産業保安課 

企画管理部災害対策局災害対策課 

企画管理部災害対策局防災情報課 

企画県民部災害対策局災害対策課 

企画管理部災害対策局消防課 企画県民部災害対策局消防課 

健康生活部生活企画局総務課 健康福祉部企画少子局総務課 

健康生活部生活企画局健康福祉政策課 

健康生活部生活企画局ユニバーサル課 

健康福祉部企画少子局健康福祉政策課 

健康生活部少子局少子政策課 健康福祉部企画少子局少子対策課 

健康生活部少子局児童課 健康福祉部企画少子局児童課 

健康生活部生活企画局人権推進課 健康福祉部企画少子局人権推進課 

健康生活部生活企画局医療保険課 健康福祉部企画少子局医療保険課 

健康生活部生活企画局情報事務センター 健康福祉部企画少子局情報事務センター 

健康生活部健康局医務課 健康福祉部健康局医務課 

健康生活部健康局疾病対策課 健康福祉部健康局疾病対策課 

健康生活部健康局健康増進課 健康福祉部健康局健康増進課 

健康生活部健康局生活衛生課 健康福祉部健康局生活衛生課 
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健康生活部健康局薬務課 健康福祉部健康局薬務課 

健康生活部社会福祉局社会援護課 健康福祉部社会福祉局社会援護課 

健康生活部社会福祉局福祉法人課 健康福祉部社会福祉局福祉法人課 

健康生活部社会福祉局高齢社会課 健康福祉部社会福祉局高齢社会課 

健康生活部障害福祉局障害福祉課 健康福祉部障害福祉局障害福祉課 

健康生活部障害福祉局障害者支援課 健康福祉部障害福祉局障害者支援課 

産業労働部産業政策局総務課 産業労働部産業政策局産業政策課 

産業労働部産業振興局地域金融課 産業労働部産業政策局経営振興課 

産業労働部産業振興局工業振興課 産業労働部産業政策局工業振興課 

産業労働部産業振興局企業立地課 産業労働部産業政策局新産業立地課 

産業労働部国際局国際政策課 産業労働部観光・国際局国際交流課 

産業労働部国際局国際経済課 産業労働部観光・国際局国際経済課 

産業労働部観光局観光政策課 産業労働部観光・国際局観光交流課 

農林水産部農政企画局総務課 農政環境部農政企画局総務課 

農林水産部農政企画局総合農政課 農政環境部農政企画局総合農政課 

農林水産部農政企画局農業経営課 農政環境部農政企画局農業経営課 

農林水産部農政企画局消費流通課 農政環境部農政企画局消費流通課 

農林水産部農政企画局農林経済課 農政環境部農政企画局農林経済課 

農林水産部農政企画局団体検査課 農政環境部農政企画局団体検査室 

農林水産部農林水産局普及教育課 農政環境部農林水産局農業改良課 

農林水産部農林水産局農地整備課 

農林水産部農林水産局農村環境課 

農政環境部農林水産局農地整備課 

農林水産部農林水産局農産園芸課 農政環境部農林水産局農産園芸課 

農林水産部農林水産局畜産課 農政環境部農林水産局畜産課 

農林水産部農林水産局林務課 農政環境部農林水産局林務課 

農林水産部農林水産局治山課 農政環境部農林水産局治山課 

農林水産部農林水産局水産課 農政環境部農林水産局水産課 

農林水産部農林水産局漁港課 農政環境部農林水産局漁港課 

健康生活部環境政策局環境政策課 

健康生活部環境政策局環境学習課 

農政環境部環境創造局環境政策課 

健康生活部環境政策局自然環境課 農政環境部環境創造局自然環境課 

農林水産部農林水産局豊かな森づくり課 農政環境部環境創造局豊かな森づくり課 

健康生活部環境管理局環境整備課 農政環境部環境管理局環境整備課 
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健康生活部環境政策局環境影響評価課 農政環境部環境管理局環境影響評価室 

健康生活部環境管理局大気課 農政環境部環境管理局大気課 

健康生活部環境管理局水質課 農政環境部環境管理局水質課 

県土整備部県土企画局空港政策課 県土整備部県土企画局交通政策課 

県土整備部県土企画局21世紀の森課 県土整備部まちづくり局公園緑地課 

県土整備部土木局道路建設課 県土整備部土木局地域道路室 

県土整備部土木局河川計画課 県土整備部土木局河川計画室 

県土整備部住宅建築局住宅計画課 県土整備部住宅建築局住宅政策課 

県立生活科学研究所 県立生活科学総合センター 

２ 規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しく

は兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ね

て補せられ、若しくは兼ねて命じられたものとする。 

健康生活部長 健康福祉部長 

まちづくり復興担当部長 まちづくり担当部長 

県民政策部知事室長 企画県民部知事室長 

県民政策部政策局長 企画県民部政策室長 

企画管理部企画調整局長 企画県民部企画財政局長 

企画管理部管理局長 企画県民部管理局長 

健康生活部福祉参事 健康福祉部福祉参事 

健康生活部生活企画局長 健康福祉部企画少子局長 

健康生活部健康局長 健康福祉部健康局長 

健康生活部社会福祉局長 健康福祉部社会福祉局長 

農林水産部農政企画局長 農政環境部農政企画局長 

健康生活部環境管理局長 農政環境部環境管理局長 

県民政策部参事 

企画管理部参事 
企画県民部参事 

県土整備部復興局参事 企画県民部防災企画局参事 

健康生活部参事（５に掲げる職を除く。） 健康福祉部参事 

農林水産部参事 農政環境部参事 

県民政策部政策局政策課長 企画県民部政策室政策担当課長 

県民政策部政策局ビジョン課長 企画県民部政策室ビジョン担当課長 

企画管理部教育・情報局県民情報センター課長 企画県民部管理局文書課県民情報センター室長

産業労働部産業振興局経営支援課長 産業労働部産業政策局経営振興課長 

産業労働部観光局観光振興課長 産業労働部観光・国際局観光振興室長 
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県立生活科学研究所管理部長 県立生活科学総合センター次長 

県立生活科学研究所研究指導部長 県立生活科学総合センター調査研修部長 

県土整備部土木局道路計画課第二名神高速道路参事
阪神北県民局県土整備部宝塚土木事務所高速道

路参事 

県土整備部土木局道路計画課姫路鳥取線参事 
西播磨県民局県土整備部上郡土木事務所高速道

路参事 

県民政策部知事室広聴課副課長兼県民相談係長 企画県民部知事室広聴室主幹兼県民相談係長 

県民政策部政策局政策課副課長 企画県民部政策室政策担当課長付主幹 

県民政策部政策局調整課副課長 企画県民部政策室調整担当室長付主幹 

県民政策部政策局ビジョン課副課長 企画県民部政策室ビジョン担当課長付主幹 

県民政策部政策局ビジョン課主幹 企画県民部政策室ビジョン担当課長付主幹 

県民政策部政策局地域振興課副課長 企画県民部政策室地域担当課長付主幹 

県民政策部県民文化局消費生活課副課長兼消費者保

護係長 

企画県民部県民文化局消費生活室主幹兼消費者

保護係長 

県民政策部県民文化局ふれあいの祭典課副課長兼総

務調整係長 

企画県民部県民文化局地域協働課主幹兼ふれあ

いの祭典係長 

県民政策部地域協働局交通安全課副課長兼計画係長
企画県民部県民文化局交通安全室主幹兼計画係

長 

企画管理部教育・情報局県民情報センター副課長兼

個人情報・行政手続係長 

企画県民部管理局文書課主幹兼個人情報・行政

手続係長 

企画管理部防災企画局防災計画課副課長 企画県民部防災企画局防災計画室主幹 

健康生活部少子局少子対策課副課長兼子育て支援係

長 

健康福祉部企画少子局少子対策課主幹兼子育て

支援係長 

健康生活部健康局健康増進課主幹兼食の健康係長 
健康福祉部健康局健康増進課主幹兼食と栄養係

長 

産業労働部産業振興局経営支援課副課長 産業労働部産業政策局経営振興課副課長 

産業労働部産業振興局商業振興課副課長兼商業活性

化係長 

産業労働部産業政策局経営振興課副課長兼商業

活性化係長 

産業労働部しごと局労政福祉課主幹兼ＣＳＲ事業係

長 
産業労働部しごと局労政福祉課主幹兼事業係長

健康生活部環境政策局環境影響評価課副課長 農政環境部環境管理局環境影響評価室主幹 

県土整備部土木局道路建設課副課長兼国道係長 県土整備部土木局地域道路室主幹兼国道係長 

県土整備部まちづくり局まちづくり課副課長兼開

発指導係長 

県土整備部まちづくり局都市計画課主幹兼開

発指導係長 

県立生活科学研究所研究指導部主任生活科学専門員
県立生活科学総合センター調査研修部主任生活

科学専門員       

県土整備部土木局道路計画課主幹（北近畿豊岡自動

車道を担当する者に限る。） 
但馬県民局県土整備部八鹿土木事務所主幹 
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県民政策部政策局調整課課長補佐 企画県民部政策室調整担当室長付課長補佐 

県民政策部政策局ビジョン課課長補佐 企画県民部政策室ビジョン担当課長付課長補佐

県民政策部政策局統計課課長補佐兼分析係長 
企画県民部政策室統計課課長補佐兼企画分析係

長 

県土整備部復興局復興支援課住宅再建支援係長 企画県民部防災企画局復興支援課住宅再建係長

健康生活部障害福祉局障害福祉課課長補佐兼障害施

設係長 

健康福祉部障害福祉局障害者支援課課長補佐兼

障害施設係長 

産業労働部産業振興局経営支援課課長補佐兼団体係

長 

産業労働部産業政策局経営振興課課長補佐兼団

体係長 

産業労働部産業振興局商業振興課商業施設係長 産業労働部産業政策局経営振興課商業施設係長

産業労働部産業振興局工業振興課課長補佐兼地域産

業係長 

産業労働部産業政策局工業振興課課長補佐兼産

地振興係長 

産業労働部産業振興局工業振興課皮革産業係長 
産業労働部産業政策局工業振興課皮革・産業振

興係長 

産業労働部産業振興局商業振興課計量専門員 産業労働部産業政策局工業振興課計量専門員 

産業労働部産業政策局産業政策課課長補佐兼クラス

ター係長 

産業労働部産業政策局科学振興課課長補佐兼産

学連携係長 

農林水産部農林水産局豊かな森づくり課課長補佐兼

野生鳥獣係長 

農政環境部環境創造局自然環境課課長補佐兼野

生鳥獣係長 

県土整備部まちづくり局まちづくり課課長補佐兼緑

の地域環境係長 

県土整備部まちづくり局都市政策課課長補佐兼

緑の地域環境係長 

県土整備部住宅建築局住宅管理課課長補佐兼財産係

長 

県土整備部住宅建築局公営住宅課課長補佐兼財

産管理係長 

県土整備部住宅建築局住宅管理課課長補佐兼訟務係

長 

県土整備部住宅建築局公営住宅課課長補佐兼訟

務係長 

県民政策部政策局ビジョン課係長 企画県民部政策室ビジョン担当課長付係長 

産業労働部産業振興局商業振興課商業施設係長 産業労働部産業政策局経営振興課商業施設係長

産業労働部産業振興局工業振興課皮革産業係長 
産業労働部産業政策局工業振興課皮革・産業振

興係長 

神戸県民局神戸生活創造センター生活科学部課長 
県立生活科学総合センター相談指導部相談支援

課長 

東播磨県民局県税部加古川県税事務所直税課長 
東播磨県民局県税部加古川県税事務所課税第１

課長 

３ 平成20年４月１日に次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同日付けでそれぞれ同表の右欄に

掲げる職に兼ねて補せられたものとする。 

健康福祉部健康局長 農政環境部参事 
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農政環境部環境管理局長 健康福祉部参事 

神戸県民局神戸生活創造センター所長 神戸県民局ハーバーランド庁舎経営部長 

健康福祉部参事（社会福祉協議会ひょうごボランタ

リープラザ所長代理の職にある者に限る。） 

農政環境部農政企画局総務課参事（ひょうご環境創

造協会創造部長の職にある者に限る。） 

神戸県民局ハーバーランド庁舎経営部参事 

企画県民部知事室長 

企画県民部企画財政局長 

企画県民部管理局長 

企画県民部防災企画局長 

企画県民部災害対策局長 

健康福祉部企画少子局長 

産業労働部産業政策局長 

農政環境部農政企画局長 

農政環境部環境創造局長 

県土整備部県土企画局長 

県土整備部まちづくり局長 

出納局長 

神戸県民局副局長 

阪神南県民局副局長 

阪神北県民局副局長 

東播磨県民局副局長 

北播磨県民局副局長 

中播磨県民局副局長 

西播磨県民局副局長 

但馬県民局副局長 

丹波県民局副局長 

淡路県民局副局長 

危機管理員 

４ 平成20年３月31日に次の表の第１欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、又は命じられている職員

で、同表の第２欄に掲げる公社等への派遣を命じられていた者は、それぞれ同表の第３欄に掲げる組織の従

前と同一の名称の職に補せられ、又は命じられ、引き続き同表の第２欄に掲げる公社等への派遣を命じられ

たものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 
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財団法人阪神・淡路大震災復興

基金 
県土整備部県土企画局総務課 

財団法人兵庫県住宅再建共済

基金 

企画県民部企画財政局総務課 

財団法人ひょうご環境創造協

会 

財団法人地球環境戦略研究機

関 

財団法人兵庫県環境クリエイ

トセンター 

大阪湾広域臨海環境整備セン

ター 

財団法人国際エメックスセン

ター 

健康生活部生活企画局総務課 

社団法人瀬戸内海環境保全協

会 

農政環境部農政企画局総務課 

５ 平成20年３月31日に次の表の第１欄に掲げる職に補せられている職員で、同表の第２欄に掲げる公社等へ

の派遣を命じられていた者は、それぞれ同表の第３欄に掲げる職に補せられ、引き続き同表の第２欄に掲げ

る公社等への派遣を命じられたものとする。 

第１欄 第２欄 第３欄 

県土整備部参事 
財団法人兵庫県住宅再建共済

基金 
企画県民部参事 

財団法人ひょうご環境創造協

会 

財団法人地球環境戦略研究機

関 

財団法人兵庫県環境クリエイ

トセンター 

大阪湾広域臨海環境整備セン

ター 

財団法人国際エメックスセン

ター 

健康生活部参事 

社団法人瀬戸内海環境保全協

会 

農政環境部参事 

６ 県民政策部政策局政策課主査若しくは主任に補せられ、又は県民政策部政策局政策課勤務を命じられてい

る職員は、それぞれ企画県民部政策室政策担当課長付主査若しくは主任に補せられ、又は企画県民部政策室

政策担当課長付勤務を命じられたものとする。 

７ 県民政策部政策局ビジョン課主査若しくは主任に補せられ、又は県民政策部政策局ビジョン課勤務を命じ

られている職員は、それぞれ企画県民部政策室ビジョン担当課長付主査若しくは主任に補せられ、又は企画

県民部政策室ビジョン担当課長付勤務を命じられたものとする。 

８ 県民政策部政策局地域振興課主査若しくは主任に補せられ、又は県民政策部政策局地域振興課勤務を命じ
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られている職員は、それぞれ企画県民部政策室地域担当課長付主査若しくは主任に補せられ、又は企画県民

部政策室地域担当課長付勤務を命じられたものとする。 

９  健康生活部少子局少子対策課主査若しくは主任に補せられ、又は健康生活部少子局少子対策課勤務を命じ

られている職員（しごと支援に係る業務を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部しごと局しごと支

援課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部しごと局しごと支援課勤務を命じられたものとする。 

10  健康生活部少子局少子対策課主査若しくは主任に補せられ、又は健康生活部少子局少子対策課勤務を命じ

られている職員（子育て支援に係る業務を担当する者に限る。）は、それぞれ健康福祉部企画少子局少子対

策課主査若しくは主任に補せられ、又は健康福祉部少子企画局少子対策課勤務を命じられたものとする。 

11  健康生活部障害福祉局障害福祉課主査若しくは主任に補せられ、又は健康生活部障害福祉局障害福祉課勤

務を命じられている職員（障害者施設に係る業務を担当する者に限る。）は、それぞれ健康福祉部障害福祉

局障害者支援課主査若しくは主任に補せられ、又は健康福祉部障害福祉局障害者支援課勤務を命じられたも

のとする。 

12  産業労働部産業政策局産業政策課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局産業政策課勤

務を命じられている職員（産業振興の産学連携推進を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部産業政

策局科学振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局科学振興課勤務を命じられたもの

とする。 

13  産業労働部産業振興局経営支援課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業振興局経営支援課勤

務を命じられている職員（経営革新施策、商工会等の団体指導、経営診断又は庶務を担当する者に限る。）

は、それぞれ産業労働部産業政策局経営振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局経

営振興課勤務を命じられたものとする。 

14  産業労働部産業振興局経営支援課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業振興局経営支援課勤

務を命じられている職員（新産業創造施策又はＩＴ及びサービス産業の振興を担当する者に限る。）は、そ

れぞれ産業労働部産業政策局新産業立地課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局新産業

立地課勤務を命じられたものとする。 

15  産業労働部産業振興局商業振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業振興局商業振興課勤

務を命じられている職員（商業活性化施策、中小企業高度化資金、市街地活性化を担当する者に限る。）は、

それぞれ産業労働部産業政策局経営振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局経営振

興課勤務を命じられたものとする。 

16  産業労働部産業振興局商業振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業振興局商業振興課勤

務を命じられている職員（計量器の検査及び検定を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部産業政策

局工業振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部産業政策局工業振興課勤務を命じられたものと

する。 

17  産業労働部国際局国際交流課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部国際局国際交流課勤務を命じ

られている職員（渉外を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部観光・国際局国際交流課主査若しく

は主任に補せられ、又は産業労働部観光・国際局国際交流課勤務を命じられたものとする。 

18  産業労働部国際局国際交流課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部国際局国際交流課勤務を命じ

られている職員（国際交流の企画又は国際協力を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部観光・国際

局国際経済課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部観光・国際局国際経済課勤務を命じられたもの

とする。 

19  産業労働部観光局観光振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部観光局観光振興課勤務を命じ

られている職員（ツーリズム施策を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部観光・国際局観光振興室

主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部観光・国際局観光振興室勤務を命じられたものとする。 

20  産業労働部観光局観光振興課主査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部観光局観光振興課勤務を命じ

られている職員（国際観光施策を担当する者に限る。）は、それぞれ産業労働部観光・国際局観光交流課主

査若しくは主任に補せられ、又は産業労働部観光・国際局観光交流課勤務を命じられたものとする。 

21  農林水産部農林水産局豊かな森づくり課主査若しくは主任に補せられ、又は農林水産部農林水産局豊かな

森づくり課勤務を命じられている職員（野生鳥獣に関する施策を担当する者に限る。）は、それぞれ農政環

境部環境創造局自然環境課主査若しくは主任に補せられ、又は農政環境部環境創造局自然環境課勤務を命じ

られたものとする。 

22  県土整備部まちづくり局まちづくり課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部まちづくり局まちづ
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くり課勤務を命じられている職員（景観施策又は緑豊かな地域環境の形成に関する施策を担当する者に限

る。）は、それぞれ県土整備部まちづくり局都市政策課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部まち

づくり局都市政策課勤務を命じられたものとする。 

23  県土整備部まちづくり局まちづくり課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部まちづくり局まちづ

くり課勤務を命じられている職員（中心市街地活性化又は大規模小売店舗立地法若しくは都市計画法に基づ

く開発許可を担当する者に限る。）は、それぞれ県土整備部まちづくり局都市計画課主査若しくは主任に補

せられ、又は県土整備部まちづくり局都市計画課勤務を命じられたものとする。 

24  県土整備部住宅建築局住宅管理課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部住宅建築局住宅管理課勤

務を命じられている職員（ひょうご県民住宅に係る施策又は民間指定管理者の指導及び監督を担当する者を

除く。）は、それぞれ県土整備部住宅建築局公営住宅課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部住宅

建築局公営住宅課勤務を命じられたものとする。 

25  県土整備部住宅建築局住宅管理課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部住宅建築局住宅管理課勤

務を命じられている職員（ひょうご県民住宅に係る施策又は民間指定管理者の指導及び監督を担当する者に

限る。）は、それぞれ県土整備部住宅建築局住宅政策課主査若しくは主任に補せられ、又は県土整備部住宅

建築局住宅政策課勤務を命じられたものとする。 

26 県民政策部県民文化局消費生活課主査若しくは主任に補せられ、又は県民政策部県民文化局消費生活課 

勤務を命じられている職員（消費生活に係る指導啓発及び事業者指導を担当する者に限る。）は、県立生活

科学総合センター主査若しくは主任に補せられ、又は県立生活科学総合センター勤務を命じられたものとす

る。 

27 神戸県民局神戸生活創造センター課長補佐、主査若しくは主任に補せられ、又は神戸県民局神戸生活創造

センター勤務を命じられている職員（消費生活に係る施策を担当する者に限る。）は、県立生活科学総合セ

ンター課長補佐、主査若しくは主任に補せられ、又は県立生活科学総合センター勤務を命じられたものとす

る。 

28  平成20年３月31日に、企画管理部防災企画局防災計画課参事に兼ねて補せられている職員は、当該兼務を

免じられたものとする。 

29  平成20年３月31日に、県立看護大学長、学生部長、附属図書館長、教授、准教授、講師、助教又は助手に

兼ねて補せられている職員は、それぞれ当該兼務を免じられたものとする。 

30  平成20年３月31日に、健康生活部障害福祉局障害福祉課参事、主幹、課長補佐又は係長に兼ねて補せられ

ている職員は、それぞれ当該兼務を免じられたものとする。 

31 平成20年３月31日に、県立のじぎく療育センターに置かれている職に兼ねて補せられている職員は、当該

兼務を免じられたものとする。 

  平成20年４月１日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
 

企 業 庁 達 

 

企業庁達第１号 

本     庁  

地 方 機 関  

 企業庁組織規程の一部を改正する管理規程（平成20年兵庫県企業庁管理規程第２号。以下、「規程」という。）

の施行の際、現に次の各号に該当する職員は、別に発令されない限り、それぞれ当該各号により発令されたも

のと心得られたい。 

１ 次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若し

くは兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の従前と同一の名称の職に補せられ、

若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じられたものとする。 

播磨科学公園都市建設事務所 播磨科学公園都市まちづくり事務所 

２ 次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。 
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阪神・淡路臨海建設事務所課長補佐（潮芦屋建設担

当） 

阪神・淡路臨海建設事務所課長補佐（淡路・尼崎地

区建設担当） 

阪神・淡路臨海建設事務所課長補佐（建設担当） 

３ 次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同表の右欄に掲げる職に兼ねて補せられたものとする。 

管理局長 危機管理員 

  平成20年４月１日 

                  兵庫県公営企業管理者 辻 井   博  
 

病 院 局 達 

 

達第１号 

本     庁  

地 方 機 関  

 病院局組織規程の一部を改正する管理規程（平成20年兵庫県病院局管理規程第３号）の施行の際、現に次の

各号に該当する職員は、別に発令されない限り、それぞれ当該各号により発令されたものと心得られたい。 

１ 次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同表の右欄に掲げる職に兼ねて補せられたものとする。 

病院局長 危機管理員 

２ 次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、同表の右欄に掲げる職に補せられたものとする。 

県立がんセンター地域医療連携部課長（連携・相談

担当） 

県立がんセンター地域医療連携部課長（地域医療連

携担当） 

平成20年４月１日 

兵庫県病院事業管理者 黒 田   進  
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